
 基本的な感染対策に加え、感染症対策のさらなる強化
 非接触や接触の低減に資するデジタル技術の活用
 感染症対策を踏まえたBCP（事業継続計画）の策定 等

専門機関と連携したアドバイスにより
取組の定着を支援します！

三重県受託事業：
三重県から委託を受け有限
責任監査法人トーマツが実施お申込みは裏面へ

県内企業の皆さま、こんなお悩みはありませんか？

相談窓口
の設置

アドバイザー派遣
（現地訪問かオンラインのどちらか）１ ２

支援対象となる取組

アドバイザー派遣による支援プログラム（無料、1社2回まで）

基本的な感染対策は
実施しているが、
十分なのだろうか。
アドバイスがほしい。

デジタル技術の活用と
よく聞くけれど、詳しい
社員もいないし、
よくわからない。

具体的に教えてほしい。

有事の際も事業を継続するために
BCPの策定が必要と聞いたけど、よくわからない。
事業内容を踏まえたアドバイスがほしい。



こんな支援が受けられます！

 専門家監修の感染症ガイドラインに基づいた感染対策強化への助言
 社内のデジタル活用状況に応じた具体的なツール導入への助言
 コロナ禍の長期化等を踏まえたBCP策定についての助言

アドバイザー利用の流れ

申込
受付

事業内容

 感染症拡大防止に向けた基本的な対策に加え、変異株ウイルスや
ワクチン等の最新の知見を反映した対策のポイントを助言します

 デジタル活用にむけて具体的なツールや参考となる取り組み事例を
助言します

 BCP策定にむけて意義や参考となる取り組み事例を助言します
 各種対策に活用可能な国の制度等をご紹介します

事前
ヒアリング

アドバイザー

訪問

電話番号：06-4560-6021 (平日10:00～17:00)
お電話の際は、「三重県アドバイザー派遣の件」とお伝えください。
また、電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにお願いします。

事務局 有限責任監査法人トーマツ 三重県アドバイザー担当
※ 本事業は、三重県からの委託を受け、有限責任監査法人トーマツが実施しています。

相談窓口はこちら

以下の連絡先に「三重県アドバイザー希望」とご連絡ください。

実施期間：2021年５月31日（月）～2021年11月30日（火）

対象事業者

三重県内に主たる事務所又は事業所を有する以下の事業者
 中小企業・小規模企業（個人事業者を含む）
 ＮＰＯ法人、一般社団法人、社会福祉法人、生活協同組合、事業
協同組合、農業協同組合、漁業協同組合等（行政機関、公的企
業、独立行政法人、大企業は除く）等


